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ＪＰＫＩによる利用者確認の適用例（個人向けサイト等）
【適用例】
・個人向けサイトの登録手続を行う際 及び ログインを行う際の本人確認として利用

【メリット】
・本人確認が必要な会員登録を行う際の各種申請手続きが簡略化でき、郵送手続きや書類管理が不要になる。
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を利用することにより、ログイン時等におけるなりすましを防ぐことができる。

様々な業界での適用を想定しており、例えばヘルスケア分野においては以下のような適用例を考えている。
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※既存アカウントの場合でも、
証明書を登録すれば、
次回以降は証明書でログイン可能に
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